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・ 経済連携協定（EPA）の締結状況等について 

・ 国際協力の推進について 

 

 

 

 

 

厚生労働省大臣官房国際課 

 



経済連携協定（EPA）とは 

ＥＰＡ 

（参考）日・フィリピン経済連携協定の構成（１６５条からなる本文と８の附属書により構成。和文で７２１ページ） 

  第１章 総則            第８章 投資           
  第２章 物品の貿易         第９章 自然人の移動 
  第３章 原産地規則         第１０章 知的財産  
  第４章 税関手続          第１１章 政府調達 
  第５章 貿易取引文書の電子化    第１２章 競争 
  第６章 相互承認          第１３章 ビジネス環境の整備 
  第７章 サービスの貿易       第１４章 協力       （以下略） 

 「経済連携協定」(ＥＰＡ：Economic Partnership Agreement)は、WTO(世界貿易機関)を中心とした多国間
の貿易自由化を補完するため、国や地域を限定して、関税等の貿易障壁を撤廃することにより、モノ・ヒ
ト・カネ・サービスの移動を促進させようとするもの。 
 一般的には、「自由貿易協定」(ＦＴＡ：Free Trade Agreement) の呼称が使用されているが、日本におい
ては、いわゆる自由貿易協定（物品やサービスの貿易障壁の削減・撤廃を目的とする）の要素に加え、投資、
人の移動、知的財産保護、協力等の広範な分野を対象としていることから、協定の名称は「経済連携協定」
(EPA)を用いている。 
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・日インドネシア経済連携協定（平成20年７月１日発効）に基づく看護師・介護福祉士候補者等の受入
れは、原則として外国人の就労が認められていない分野において、経済活動の連携の強化の観点から、
二国間の協定に基づき、公的な枠組みで特例的に行うものである。 

（看護・介護分野の労働力不足への対応ではなく、国内労働市場への影響を考慮して受入れ最大人数を設定。） 
 

・候補者の受入れを適正に実施する観点から、我が国においては国際厚生事業団（JICWELS）が唯一の
あっせん機関として位置づけられ、これ以外の職業紹介事業者や労働者派遣事業者にあっせんを依頼
することはできない。  

看護師コース 
（在留期間は最大３年間） 

介護福祉士コース 
（在留期間は最大４年間） 

介護施設で雇用契約に基づき就労・研修 
                     （３年以上） 
 ・介護の専門知識および技術の修得 
 ・日本語の継続学習 

看護師国家試験の受験（３回まで） 介護福祉士国家試験の受験（１回） 

病院で雇用契約に基づき就労・研修 
 ・看護補助業務に従事  
 ・看護の専門知識および技術の修得 
 ・日本語の継続学習 

帰国 

（短期滞在） 

看護師国家試験の受験 

看護師として就労 
（在留資格は、上限なく更新可能） 

帰国 

（短期滞在） 

介護福祉士国家試験の受験 

介護福祉士として就労 
（在留資格は、上限なく更新可能） 

経済連携協定に基づくインドネシア人候補者 平成２４年度受入れの流れ 

※ 日本語能力試験N２（旧２級）程度の日本語能力がある場合（累計7人（看護0人、介護7人 ）） 
（注）上記受入れの流れは、今後、相手国側との調整などにより、予定変更の可能性もあります。 

    「高等教育機関（３年以上）卒業＋ 
インドネシア政府による介護士の認定」 又は 
「インドネシアの看護学校（３年以上）卒業者」 

 

インドネシアの看護師 
＋２年間の実務経験 

平成20年度は208人（看護104人、介護104人）、平成21年度は362人（看護173人、介護189人）、 
平成22年度は116人（看護39人、介護77人）、平成23年度は105人（看護47人、介護58人）が入国。 
平成24年度の受入れ最大人数は、500人（看護200人、介護300人）。 

一定の日本語能力を 
有すると認められる者※ 

受入れ実績等 

趣旨・目的等 

一定の日本語能力を 
有すると認められる者※ 

不合格（資格不取得） 合格（資格取得） 不合格（資格不取得） 合格（資格取得） 

日本語研修（訪日前６か月間） 

 

日本語研修（訪日後６か月間） 

 

雇用契約の締結のためのJICWELSによるあっせん 

日本語研修（訪日後６か月間） 

 

日本語研修（訪日前６か月間） 

 雇用契約の締結のためのJICWELSによるあっせん 

看護導入研修、就労ガイダンス 介護導入研修、就労ガイダンス 



看護師コース 
（在留期間は最大３年間） 

介護福祉士コース 

就労コース 
（在留期間は最大４年間） 

就学コース 
（在留期間は養成課程修了まで） 

  

看護師国家試験の受験（３回まで） 

雇用契約に基づき就労・研修 
 ・看護補助業務に従事 
 ・看護の専門知識および技術の修得 
 ・日本語の継続学習 

帰国 

看護師として就労 
（在留資格は、 

上限なく更新可能） 

介護福祉士として就労 
（在留資格は、 

上限なく更新可能） 

経済連携協定に基づくフィリピン人候補者 平成２４年度受入れの流れ  

不合格 
（資格不取得） 

合格 
（資格取得） 

「４年制大学卒業＋フィリピン政府
による介護士の認定」又は「フィリ
ピンの看護学校(学士)(４年)卒業」 

 

フィリピンの看護師 
＋３年間の実務経験 

平成21年度は310人（看護93人、介護217人（就労190人、就学27人））、 
平成22年度は128人（看護46人、介護82人（就労72人、就学10人））、 
平成23年度は131人（看護70人、介護61人（就労61人、就学は募集なし））が入国。 
平成24年度の受入れ最大人数は、500人（看護200人、介護300人）。 

受入れ実績等 

趣旨・目的等 

介護福祉士国家試験の受験（１回） 

雇用契約に基づき就労・研修 
               （３年以上） 
 ・介護の専門知識および技術の修得 
 ・日本語の継続学習 

帰国 

（短期滞在） 

国家試験の受験 

不合格 
（資格不取得） 

合格 
（資格取得） 

介護福祉士として就労 
（在留資格は、 

上限なく更新可能） 

 
４年制大学卒業 

 

養成校で就学 
 ・介護の専門知識および技術の修得 
 ・日本語の継続学習 

介護福祉士養成課程の修了 
（資格取得） 

一定の日本語能力を 
有すると認められる者※ 

日本語研修 

JICWELSの紹介による 
入学許可書の署名 

雇用契約の締結のための
JICWELSによるあっせん 

一定の日本語能力を 
有すると認められる者※ 

一定の日本語能力を 
有すると認められる者※ 

※ 日本語能力試験N２（旧２級）程度の日本語能力がある場合（累計13人（看護0人、介護13人）） 
（注）上記受入れの流れは、今後、相手国側との調整などにより、予定変更の可能性もあります。 

・日フィリピン経済連携協定（平成20年12月11日発効）に基づく看護師・介護福祉士候補者等の受入れ
は、原則として外国人の就労が認められていない分野において、経済活動の連携の強化の観点から、
二国間の協定に基づき、公的な枠組みで特例的に行うものである。 

（看護・介護分野の労働力不足への対応ではなく、国内労働市場への影響を考慮して受入れ最大人数を設定。） 
 

・候補者の受入れを適正に実施する観点から、我が国においては国際厚生事業団（JICWELS）が唯一の
あっせん機関として位置づけられ、これ以外の職業紹介事業者や労働者派遣事業者にあっせんを依頼
することはできない。  

雇用契約の締結のための 
JICWELSによるあっせん 

（短期滞在） 

国家試験の受験 

日本語研修 
訪日前３か月間 

訪日後６か月間 
 
 看護導入研修、就労ガイダンス 

日本語研修 
訪日前３か月間 

訪日後６か月間 
 
 介護導入研修、就労ガイダンス 



ベトナムからの看護師・介護福祉士候補者の受入れに関する覚書 

（概要） 

平成２３年１０月３１日 

外務省 

厚生労働省 

経済産業省 

１ 経緯 

（１） 我が国がベトナムから看護師・介護福祉士候補者を受け入れる可能性について、日

越経済連携協定（ＥＰＡ）（平成２１年１０月１日発効）は、協定の発効後、遅くとも２

年以内に結論を得る目的で交渉を行う旨規定している。 

（２） 本年に入り、ベトナムにおける看護師国家資格制度に関する関連法令が制定され、

本年１１月１５日に同制度が施行される予定である。 

（３） 日越両国は、日越ＥＰＡの規定に基づき交渉を行ってきた結果、我が国がベトナム

から看護師・介護福祉士候補者を受け入れるとの結論に達し、１０月３１日の日越首脳会

談において、両国首脳間でその旨を確認。会談の後、両首脳は「ベトナムからの看護師・

介護福祉士候補者の受入れに関する覚書」（以下「覚書」という。）に署名した。 

 

２ 「覚書」の内容 

（１）日越ＥＰＡに基づく交渉の結果、我が国は、今後二国間で詳細を定める枠組みに基づ

き、ベトナムから看護師・介護福祉士候補者を受け入れる。 

（２） ベトナム政府は、来年の早い時期を目標にベトナムにおいて日本語研修を開始する

ことを目指し、日本政府とともに協力する。 

（３） 日越両国は、ベトナムからの看護師・介護福祉士候補者の受入れに係る法的拘束力

を有する両国間の文書に関する交渉を開始し、来年 3月までに結論に達するよう努める。 

 

３ 候補者受入れの基本的枠組み 

ベトナムからの看護師・介護福祉士候補者の受入れに関しては、次のような基本的枠組み

について両国間で一致している。 

（１）看護師・介護福祉士候補者となるためには、基本的に現地でしかるべく日本語研修を

受けることを前提とした上で、一定の日本語能力を有することを条件のひとつとする。 

（２）訪日後は、資格取得のため、これまでの我が国が締結したＥＰＡと同様の期間及び滞

在資格において滞在を認めるなどの扱いを行う。 

（３）その他の詳細は、今後越側と協議していくこととなっている。  

 

 （了） 



国際協力の推進について

我が国の国際協力において、保健医療、福祉、上水道等の厚生労働分野における

協力は、政府開発援助大綱に掲げられた主要な課題として、また、国連ミレニアム開発

目標とも密接に関係するなど、その重要性が増しています。

このため、厚生労働省では、開発途上国の人づくりへの支援の一環として、独立行政

法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）等と協力し、以下の諸施策を推進しています。

１．アジア諸国を中心とした行政官研修

アジア諸国等から要望の高い分野について行政官等に対する研修事業を実施し、

企画・立案に携わる中核を担う人材育成のニーズに応えています。

（地方公共団体との関係）

都道府県、政令指定都市、中核市の皆様方には、社会福祉行政研修、薬事行政

研修、感染症対策行政研修等７分野において、業務の紹介・意見交換・視察などに

協力をいただいているところ、引き続きご協力をお願いいたします。

２．技術協力プロジェクト

日本が開発途上国に対して行う技術協力として、ＪＩＣＡにより、様々な二国間技術

協力プロジェクトが実施されています。

（地方公共団体との関係）

地方公共団体におかれましては、水道分野等の技術協力プロジェクトについて、従

来より専門家の派遣等に協力をいただいているところ、引き続きご協力をお願いいた

します。

３．ASEAN・日本社会保障ハイレベル会合

厚生労働省では、社会福祉・保健医療の分野における人材育成の強化や日本と

ASEAN各国の協力関係の強化を目的として、２００３年からASEAN・日本社会保障ハ

イレベル会合を開催しています。ASEAN各国から社会福祉、保健医療及び雇用政策

を担当している各官庁の行政官（局長級を含む。）を招聘しています。

（地方公共団体との関係）

都道府県、政令指定都市、中核市の皆様方には、本事業に関して、地方公共団体

の業務の紹介、意見交換及び視察先の紹介・調整など様々な協力をいただいている

ところですが、引き続きご協力をお願いいたします。
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